
平成２７年度国民健康保険事業の状況

１．国保料料率改定の概要

（１）賦課限度額

医療分 ５２万円（＋１万円）

後期支援分 １７万円（＋１万円）

介護分 １６万円（＋２万円）

（２）保険料率

所得割 資産割
世帯

平等割

医療分
7.2%

（△0.7％）
16.4%

（△0.4％）
26,000円

(△1,200円）

後期支援分 2.6% 4.40% 6,500円

介護分 2.2% 4.40% 6,200円

２．保険料法定軽減判定所得基準の改正

　【政令改正の内容】

（１）５割世帯の所得判定基準の引き上げ　（24.5万円×人数）　⇒　（26万円×人数）

（２）２割世帯の所得判定基準の引き上げ　（45万円×人数）　⇒　（47万円×人数）

改正後の基準所得（世帯の加入者全員の総所得額）

資料3

8,500円

9,000円

33万円以下

5割軽減 2割軽減

33万円+（26万円×被
保険者数）以下

33万円+（47万円×被
保険者数）以下

7割軽減

第１回国保運営協議会平成27年8月24日

23,000円
（△800円）

被保険者
均等割
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国保料当初賦課状況（7月1日時点）

１　基礎データ

平成26年度 平成27年度 増減 前年比

26,872世帯 26,472世帯 △ 400世帯 98.5%

44,852人 43,568人 △ 1,284人 97.1%

210.1億円 202.7億円 △7.4億円 96.5%

13.1億円 12.5億円 △0.6億円 95.1%

781,954円 765,793円 △ 16,161円 97.9%

468,489円 465,297円 △ 3,191円 99.3%

２　国保料賦課額

平成26年度 平成27年度 増減 前年比

41.0億円 37.5億円 △3.5億円 91.5%

医療分 28.5億円 25.7億円 △2.9億円 90.0%

後期支援金分 9.0億円 8.6億円 △0.4億円 95.6%

介護納付金分 3.5億円 3.3億円 △0.2億円 93.1%

３　一世帯当たり国保料賦課額

平成26年度 平成27年度 増減 前年比

医療分 106,236円 97,053円 △ 9,183円 91.4%

後期支援金分 33,491円 32,500円 △ 991円 97.0%

介護納付金分 25,722円 25,477円 △ 245円 99.0%

４　被保険者一人当たり国保料賦課額

平成26年度 平成27年度 増減 前年比

医療分 63,649円 58,970円 △ 4,679円 92.6%

後期支援金分 20,065円 19,747円 △ 318円 98.4%

介護納付金分 21,020円 21,103円 83円 100.4%

総賦課額

基準総所得金額

世帯数

被保険者数

１世帯平均所得

固定資産税額

１人当たり平均所得
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５　国保料軽減額

世帯数 軽減額 世帯数 軽減額 世帯数 軽減額

15,367 7.8億円 15,823 7.9億円 456 0.1億円

7割軽減 8,447 5.1億円 8,732 5.1億円 285 0.0億円

5割軽減 4,030 2.1億円 4,249 2.2億円 219 0.1億円

2割軽減 2,890 0.6億円 2,842 0.6億円 △ 48 0.0億円

６　限度超過額

世帯数 限度額超過額 世帯数 限度額超過額 世帯数 限度額超過額

限度額超過総額 - 3.0億円 - 2.4億円 - △0.6億円

医療分 553 1.7億円 419 1.6億円 △ 134 △0.1億円

支援分 575 0.7億円 477 0.6億円 △ 98 △0.1億円

介護分 268 0.2億円 194 0.2億円 △ 74 △0.0億円

【平成２６年度】 【平成２７年度】
算定総額　49.8億円 47.8億円

△3.5億円
賦課額

37.5億円

限度超過額
2.4億円

軽減額
7.9億円

△0.1億円

賦課額
41.0億円

軽減額
7.8億円

軽減総額

平成26年度 増減平成27年度

平成26年度 増減平成27年度

限度超過額
3.0億円

△0.6億円
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